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　平成 30 年 2 月 10 日（土）、ホテルニュータ

ナカ 2階「平安の間」において「山口県医師会

警察医会第 22回研修会」が開催された。

講演
1. 死体検案特論－事例を中心に－（8）　　　　
　　　　　　　　　　　　　「中毒・環境異常 3」
　山口大学大学院医学系研究科 

　　法医学講座教授　藤宮　龍也
　今回は、中毒・環境異常の 3 回目になるが、

始めに死因究明・個人識別システム研究会につい

てお話しし、その後、前回のアルコール以外の中

毒について、最後にアルコールに関する新しい知

見を報告する。

死因究明・個人識別システム研究会

　「死因究明・個人識別システム研究会」は、千

葉大学法医学の石原先生が会長をされているもの

で、死因究明に興味のある先生方が集まって研究

会が立ち上げられた。石原先生自身は、死因・身

元調査法を成立させる上で、当時の民主党議員秘

書として働かれた人物である。平成 25年に全国

で司法解剖が 8,356 体、調査法解剖は 1,418 体

であったが、平成28年には調査法解剖は約2,600

体となった。東京などの都会では調査法解剖が多

く、山口県のような地方では行政解剖、いわゆる

承諾解剖が多く、調査法解剖に置き換わっている

状況にある。地域によって、その扱い方が異なっ

ていることや、一体当たりの料金も異なっている

ことを聞いて、驚いたところである。

　「死因・身元調査法、死因究明等推進法」の意

義は、この法律によって、死因究明制度全体が

視野に入った法律となり、犯罪の可能性の低い死

体を含めて、死因調査を初めて行うのが警察の責

務であることが明示されたことにある。また、身

元確認等の業務に、医師等が立ち会うことを明文

化し、いろいろな侵襲行為を合法化し、いわゆる

遺体からの採血が死体損壊になるのではないかと

いった懸念が解消されることになった。

　課題としては、全国的に死因究明に関する専門

的な機関の設置が、現在もあまり進んでいない状
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況にあることである。解剖の種類が制度として増

えたため、制度が複雑化してしまった。さらに、

災害・事故・自殺等についての公衆衛生目的の究

明をどのように充実させるかが課題である。大震

災の際の緊急時の対策をどう進めるのか、刑訴法

自体が今後どのように変化していくのか、省庁

の縦割りをどのようにして打破して予算を確保し

ていくかという点についても課題として残ってい

る。

　私は、2004 年に体系的死因究明制度の不存在

という論文を書いた。当時、法医学者の中では、

監察医制度を全国へ広めることが決まり文句で

あったが、厚労省には全くその気がなかった。私

自身、コロナー制度や世界の制度をみてきて、や

はり警察が中心になっているため、そうした法律

をつくらなくてはいけないことを主張していた。

結果的に、それが実現される形で進んでいる。し

かし、制度は始まったが、いろいろな難問が残っ

ている。私は定年まで後 2年間で、これからの

若い先生方に引き継いで頑張ってもらいたいと考

えている。

中毒・環境異常

　中毒の話に入る。中毒の場合、基本的には外表

に変化がないことが多いため、頭の片隅に置いて

疑うことが第一歩になる。アルコールや医薬品、

覚醒剤、有機溶剤などいろいろな薬物があり、説

明のつかない異常行動や、臭い、口・手・着衣な

どへの付着、遺体周辺の瓶・薬包紙等がないかが

ポイントになる。

　中毒の診断は、疑うということが重要で、帝銀

事件や松本サリン事件、和歌山毒物カレー事件な

ど、これまでもいろいろな事件が起きている。忘

れた頃に起こる事例が多く、常に疑うことが重要

になる。

　中毒の症状について、まず瞳孔の異常は、縮

瞳しているか散瞳しているかにより、副交感神経

が興奮状態であるか抑制状態であるかが、薬物に

よって異なってくる。まだ生存している場合には、

脈拍や呼吸の状況も重要になる。

 

　腐食毒では、口の周りにびらんが起こったり、

着色していたり、涎が出ているかが重要になる。

痙攣や生化学的な検査に関して、よく国家試験の

レベルで出てくるのが、シアン化化合物はアーモ

ンド臭、ヒ素はニンニク臭、硫化水素が腐敗臭、

アセトンやクロロホルムがアセトン臭、といった

臭いがあると言われている。しかし、実際に現場

でそのような臭いを嗅ぎ取れるかは分からない。
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　体温では、直腸温が異常に高いといったことが

重要で、覚醒剤や悪性症候群・悪性過高熱といっ

た薬物が関係するときに、直腸温が非常に高くな

る。アルコールや鎮静剤では低体温が起こる。

　画像診断では、ヒ素やブロムワレリル尿素など

は、腹部単純撮影で見えてくることが言われてい

る。CTで独特な病巣が見えてくるのが、メタノー

ルや一酸化炭素窒素になる。

　一酸化炭素中毒は、アルコールの次に多い中毒

になる。自殺の中でも半数以上が一酸化炭素中毒

で亡くなっている。一酸化炭素がヘモグロビンと

結合して、酸素の運搬を低下させることによって、

低酸素症で心停止に陥る。濃度が上がっていくと、

視力障害や頭痛が起こり、40% で仮死、50% 以

上で死の危険へと至る。病理所見は、鮮紅色調血

液や鮮紅色死斑がある。CT で淡蒼球の萎縮と限

局性低吸収減が見られる。

　

＜症例提示＞

　一酸化炭素中毒死の症例である。同居人が同一

居宅内で都市ガスを放出して自殺していた。一方、

75 歳の女性の同居人は自宅トイレ内でほぼ仰臥

位で死亡していた。一酸化炭素中毒で巻き添えに

なって死亡したものと推定された。

　解剖すると、鮮紅色調の心臓血、筋肉や内臓は

鮮紅色調であった。脳・心臓・肝臓は萎縮状であっ

たが、これは老化による変化と思われた。COHb

濃度 75％が検出されている。
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　最近は、LP ガスと炭酸ガスで亡くなることは

少なくなったが、いろいろなガス容器が存在して

いるため、亡くなることがある。

＜症例提示＞

　25 歳男性が、午後 8時 30 分ごろ入浴し、出

てこないために見に行くと、亡くなっていた事案

である。浴槽内にエアーダスター缶が浮いていた。

このガスを口に入れ、低酸素血症を楽しむ人がい

るようであるが、そうしたことをしているうちに、

間違って溺死に至った。いわゆる、溺死の所見で

あり、血液や尿の中にジフルオロエタンが検出さ

れていた。年齢が若いため、単純な溺死でも自殺

でもなく、低酸素血症による意識障害から事故と

して亡くなった事案になる。

　硫化水素は、普通は火山地帯や温泉で腐敗臭の

原因となっているガスであるが、これはシアン並

の強力な毒物になっている。山口県では少ないが、

東北地方など温泉のある地域では、硫化水素が自

然に発生していて、そうした場所へ誤って入った

人が亡くなることがある。

＜症例提示＞

　2008 年頃に多かった、硫化水素自殺の一例で

ある。死後約半日で、暗緑褐色調になっているの

が、硫化水素の特徴になる。

 

　シアンも強力な毒物で、帝銀事件、グリコ森永

事件などでも使われていた。チトクロームオキシ

ダーゼを阻害するガス体であり、急性では短時間

で亡くなる。呼気や吐物にアーモンド臭があり、

強いアルカリ性であるため、10 円玉を置くと明

るく変色するのが、シアン化合物の特徴になる。

＜症例提示＞

　青酸中毒の事案になる。最初はシアンとは疑っ

ていなかったが、時間が経つ中で、解剖台がピカ

ピカになり、後から気がついた事案になる。

　農薬も中毒で多く見られ、これも疑っていない

といけない事案になる。典型的なものが有機リン

で、縮瞳が見られ、サリンなどと同様な所見が重

要で、ニンニク臭がするとされる。

　農薬には、いろいろな種類があるが、重要なの

がパラコートになる。パラコートの場合、すぐ亡

くなる場合と、しばらく時間がかかる場合とがあ

る。救急の現場では、約 2週間かかって死に至

る病になるため、悲惨な死であると聞く。つまり、

2週間後に進行していくのがわかっていながら、

止められないケースが多いことになる。
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　一般的に、服毒直後に摩耗やびらんを起こし、

2、3 日後に肝臓や腎臓障害が起こってくる。2

週間で肺水腫や間質性肺炎・肺線維症を起こし、

呼吸不全を起こして死に至る。酸素投与は禁忌で

ある。

　農薬はいろいろな種類が存在していて、中毒を

見分けるのが難しい。

＜症例提示＞

　農薬でも、「含リンアミノ酸系農薬グリホサー

ト」で亡くなった事案になる。肺水腫、胃粘膜び

らん、内臓うっ血を認めた。検査結果が出るのに

時間がかかり、農薬によっては分解されるものも

あるため、現場の状況が非常に重要になる。これ

までの経験では、プラスチック、ポリエチレンの

容器が遠くで発見されることもある。現在は、農

薬自体が着色されているので、口の中に着色があ

れば農薬を疑うことになる。

　珍しい事案として、悪性症候群がある。抗精神

病薬の投与中や中止時に、急に高熱などを起こし

て多臓器不全を起こす事案になる。発症機序とし

ては、ドーパミンの機能不全などが起こって、骨

格筋の異常も起こってくると言われる。

　

＜症例提示＞

　統合失調症で、最初は感染症を疑っていたが、

あっという間に亡くなった事案で、投薬の薬が

変わっており、急激な多臓器不全を起こしてい

た。

＜症例提示＞

　珍しい中毒になるが、キシロカイン・ショック

死になる。内視鏡検査のために、キシロカインピ

スカスという麻酔薬を口に含ませた数分後にすぐ

に救命処置をしたが、死亡した事案になる。進行

がんがあり、肝臓にも転移していた患者であった

が、おそらく薬物性の副作用で急死した事案にな

る。

進化医学

　進化医学とは、進化の視点から医学を見つめる

ものである。我々人類は 600 万年前頃に生まれ、

20 万年前にホモ・サピエンスになって現在に至

る。この進化の過程で自然治癒力が備わると同時

に、大半の時代を飢餓状態で過ごしていた中で、

倹約遺伝子が進化してきた。ここ 200 年の間に、

十分な食事を得られるようになり、生活習慣病と

いった現在の病気が発生してきた視点が進化医学

になる。
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　過剰の悪循環や廃用性の病気、つまり食べ過ぎ

によって病気・がんになったり、運動をしなくなっ

て、筋力が弱まり骨粗鬆症になったりする。消毒

のしすぎにより、マイクロバイオームといった常

在菌を殺してしまい、結果的に自分を攻撃するよ

うになる。菌は悪者という衛生仮説から、今では

旧友仮説といって、善玉菌は我々の友達として扱

わなければ、しっぺ返しを受けるという視点にな

る。

　その進化医学の中で、創始者変異といって、い

ろいろな遺伝がある。ここから、アルコールの話

へつながる。

　西欧の人たちは牛乳を飲んでも下痢をしない。

ラクトースを分解する酵素自体は乳児の時には

持っているが、大人になると退化してなくなるた

めに、我々は下痢をしてしまう。西欧で牧畜民の

人たちには、大人になってもその酵素が残ってい

るので、下痢をしなくてすむといった形で進化し

ている。アジアでは、お酒を飲んで顔が赤くなる

人がおり、フラッシャーと呼んでいる。これらが、

遺伝の中でどのように変化してきたのかに注目す

る。

　お酒の代謝酵素には、アルコール脱水素酵素

（ADH1B）とアルデヒド脱水素酵素（ALDH2）と

があり、それぞれの多型が身体の中に存在してい

る。日本人は、ADH1B を持っている人が非常に

多く、世界の中でもお酒が強い人が日本人の中に

は存在する。ALDH2 は 2型の欠損型が存在して

いて、お酒が飲めない人が存在している。

　ALDH2 欠損型遺伝子を分析してみるとスライ

ドのとおりの分布になる。日本の中では、近畿圏

に多く欠損型が存在していて、東北や九州南部で

は、お酒が強い人が存在していると言われている。

　お酒の強い遺伝子が ADH1B になる。この分布

図のように、インドから中国の辺りで突然変異が

起こり、最終的に日本にまでたどり着いて変化し

てきている。



平成 30年 5月 山口県医師会報 第 1893 号

392

　これが、先ほどのお酒に強い人達になる。我々

ホモ・サピエンスは最初 O型が生まれ、それか

ら A型、その中で B型が生まれたと言われてい

る。日本を中心に見ると、日本では、最初に O

型が太平洋沿いに入り、A型が中国から渡ってき

て、B型が北海道から渡ってきた分布になる。そ

の後で、A型と B型が混ざった弥生時代の人たち

が渡ってきたと言われている。

　西欧にない東アジアの文化は、ALDH2 欠損型

が貢献しているのではないかと思われる。

　長寿遺伝子（サーチュイン遺伝子）が存在して

おり、この長寿遺伝子が働くと、ミトコンドリア

が活性化し、長生きできるようになる。この活性

化のためには、カロリー制限やいろいろな化合物

を飲んだりすることが必要になる。

　

　一般的には、細胞の中のミトコンドリアが活性

化していき、長寿へ向かっていくが、この分子メ

カニズムの中で重要なことは、サーチュイン遺伝

子は NADを分解しながら、脱アセチル化を起こ

して長寿へ向かっていく点である。

　ところが、アルコール脱水素酵素及びアルデヒ

ド脱水素酵素は、アルコールやアセトアルデヒド

を分解するとき NADを使うことによって、NAD

の取り合いになる。お酒を飲んでいると、サーチュ



平成 30年 5月 山口県医師会報 第 1893 号

393

イン遺伝子を抑制する形になり、老化が進む可能

性がある。ここに、サーチュイン遺伝子がうまく

働かないとエイジング（老化）へと進んでいくと

いう関係性がある。

　代謝を見ていくと、グルコースがビルビン酸に

なってからアセチル CoA になり、分解されてい

く。脂肪酸もアセチル CoA からβ酸化でアセチ

ル CoA へ分解されていく。アルコールは、アセ

トアルデハイドができて、これがミトコンドリア

の中に入って酢酸になっていく。この酢酸とアセ

チル CoA から出てくるケトン体は、身体にとっ

て非常良いことをするので、アルコールは Jカー

ブ効果といって、お酒を少しだけ飲むと、飲まな

い人よりも飲んだ人のほうが死亡率が低いと言わ

れている。但し、1合以上になると急激に悪くな

ると言われる。

　ALDH2 は非常に重要で、お酒を飲むために存

在しているわけではなく、抗酸化ストレスを分解

するために存在している。

　なぜ、このように私が興味を持ったかというと、

私自身がフラッシャーであるからで、遺伝の分野

では、ALDH2 に関する良い効果がない。ALDH2

欠損型の人は悪性腫瘍が多く、食道がん・咽頭癌

になりやすく、肺・肝臓がんになりやすい危険因

子になる。日本の中に 4割くらいはそのような

人がいる。その他、骨粗鬆症になりやすい、お酒

を飲むことによって心疾患系リスク（心筋梗塞な

ど）が起こりやすいといった疫学データが出て来

る。ALDH2 は何なのだろうかと思ってくる。

　ALDH2 はアルコールやアセトアルデヒドを代

謝するためにあるのではなく、毒性化学物質を解

毒して、酸化ストレスを防御するために存在して

いる。心筋梗塞にも縮小効果がある。しかし、大

量に飲みすぎると酸化ストレス源となる。

　欠損型は悪い遺伝子であれば、淘汰されるはず

であるが、我々日本人に 4～ 5割存在するのは

なぜか。それに対して、ALDH2 抑制・欠損時の

生体防御として他の機能が活性化（ホルミシス効

果）されるのではないか、糖代謝や脂質代謝に有

利、お酒を飲まない場合は血圧が比較的低く、心

血管系疾患の予防に良く、当然アルコール依存症

のリスクが低いことが挙げられる。

　なぜフラッシャーが存在するのかについての疑

問は、いまだ解決できない状況にある。

　身体の中の常在細菌とのやり取りの中で、アセ

トアルデハイドを分解するのに強いマイクロバイ

オームが、フラッシャーの中にはいる。タバコや

加齢性、口腔内の衛生面が悪くなると、生活習慣

病へ結びついていくのではないかと考えられる。
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このあたりに興味を持って、現在研究していると

ころである。

質問　キシロカインショック死の事例で、血中濃

度がリドカイン 2.0μg/ml とあったが、この値は

高いのか。

藤宮教授　高くない。ショックのためで、気をつ

ける必要がある。

2. カフェイン中毒および一酸化炭素中毒の解剖
報告
　山口大学大学院医学系研究科法医学講座

准教授　髙瀬　　泉
【事例１】

（概要）30代半ばの男性。自室ベッド上で仰臥位

で手を合掌し、多量に発汗した状態で死亡してい

るところを発見されたという。ゴミ箱内に市販の

第 3類医薬品である滋養強壮剤 160 錠が入って

いた容器と赤褐色吐物等が、それぞれ発見された。

特記すべき既往歴なし。

（解剖所見）身長 170 cm、体重約 65 kg。栄養

状態は常。皮膚の色はやや蒼白、頸部から上方で

やや鬱血調。心嚢内液約 8 ml。心筋間質線維化・

波状変性、右心室脂肪浸潤。肺水腫・気腫状変化、

肺胞内出血。肝脾腫。‘ショック腎’。頭蓋骨内外

板が灰緑褐色変色。脳浮腫、脳回萎縮状。‘急死

の三徴’。特記すべき損傷認めず。その他諸臓器

に特記すべき病変認めず。

（検査所見）Triage® 陰性。血中にアルコール検出

せず。血液・胃内容物・尿中よりカフェイン検出、

血液中の同濃度は 282 μg/mL。

（結論）血液中のカフェイン濃度は少なくとも中

毒量で、ゴミ箱内の滋養強壮剤を過量服用した、

カフェイン中毒（11．その他及び不詳の外因）

と鑑定した。

【事例２】

（概要）60代後半の男性。台所流し台前の白色バ

ケツに顔を突っ込んだ、うつ伏せの状態で発見さ

れたという。発電機 2台のうち１台のガソリン

残ほぼなく、スイッチON状態で電子レンジに接

続されていた。

（解剖所見）身長 171 cm、体重約 66 kg。栄養

状態ほぼ良好。死斑、心臓内血液・諸臓器紅色調。

肺水腫。心肥大傾向、左心室線維化巣、左右心室

脂肪浸潤、心筋間質線維化。心嚢内液約 14 ml。

胸腔内貯留液の存在。肝腫大。脾萎縮状。左右副

腎皮質過形成。脳浮腫。特記すべき損傷認めず。

その他諸臓器に特記すべき病変認めず。

（検査所見）Triage® 陰性。血中にアルコール検

出せず。血液中一酸化炭素ヘモグロビン濃度

59.1％。血液・胃内容物・尿中に特記すべき薬

物検出せず。

（結論）発電機の不完全燃焼（推定）による一酸

化炭素中毒（11．その他及び不詳の外因）と鑑定

した。

3. 睡眠薬と自動車運転～フルニトラゼパムの過
量服用が疑われた交通事故の一例～
　山口大学大学院医学系研究科法医学講座

　学内講師　姫宮　彩子
　芸能人による事故で話題になったが、睡眠作用

をもつ薬剤の影響下にある運転手が交通事故を起

こす事案は少なくない。有害事象を自発的に報告

する医薬品の副作用のデータベースがあるが、こ

の調査報告をされた先生が、2004 年から 2016

年の約 40万件の総登録数の中で、交通事故の有

害事象を検索すると、342 件に認められた。

　一番多いのはパーキンソン病の治療薬で、次に

ゾルピデム系の睡眠薬となっている。症状、併発

有害事象として報告されるが、突発的な睡眠や意

識消失、傾眠や浮動性めまいなどが報告されてい

る。この中で、併発有害事象として、過量投与が

認められたのがこの睡眠薬だけであった。

　平成 26年に自動車の運転により人を死傷させ

る行為等の処罰に関する法律ができ、悪質性や危

険性などの実態に応じた処罰が可能になった。主

に飲酒運転による死亡者が多くあったことによ

り厳罰化に至っている。アルコール又は薬物の影

響によって、その走行中に正常な運転に支障が生

じる恐れがある状態で自動車を運転し、アルコー

ル又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態

に陥って人を負傷或いは死亡させたと認定された

場合に、この法律の下で厳罰化されるようになっ

た。
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　自動車運転事故において、これらの薬の摂取の

影響が認定されるためには、事故の時点にこれら

が被疑者の体内に存在していたことの立証が必要

になるが、これは必ずしも容易なことではない。

薬物の関与が疑われて血液検査を実際にする場合

には、逮捕や令状の取得にある程度の時間がかか

り、その後に医師による採血が行われることにな

る。時間の経過とともに代謝されてしまうために、

対象物質の濃度の低下や消失が起こる可能性もあ

る。また、飲酒事案では、事故から検査実施の間

に、被疑者が同じものを摂取して検査結果を撹乱

する問題も少なくない。事故から時間が経過した

後に血液などの検査が行われた場合には、事故時

点の薬物濃度を推定する作業が重要となる。今回

は、自動車運転事故から約 1日後の検査で血中

から睡眠薬が検出され、その薬の事故への影響に

ついて、意見を求められた事例を紹介する。

＜事例＞運転手のフルニトラゼパム過量服用が疑

われた交通事故

　40 代男性で、うつ病や高血圧、糖尿病で通院

中であった。複数の抗うつ薬、降圧薬、血糖降

下薬が処方されており、睡眠薬としてロヒプノー

ル、ブロチゾラム錠を飲んでいた。某日、午後 4

時半頃には職場から帰宅し、午後 7時前に車で

外出したが、自宅駐車場から出る際に、車両後部

を公園フェンスに衝突させた。その後、交差点で

中央分離帯に乗り上げたり、別の交差点内を一周

したりした後、目的地と逆方向に走行した。その

直後に、対向車線に侵入して停車中の車に衝突し、

更に進行して停車中の車、続く 4台の車に衝突

した。

　事故後に認められた症状として、ろれつが回っ

ていない、ふらつき、歩行困難、意識障害などが

あった。事故のことやその後のことも覚えていな

い、眠いという状況であった。

　翌日午前 4時過ぎ、事故から約 1日経過後の

採血検査の結果、フルニトラゼパム 54.1ng/ml

が検出された。被疑者は取り調べ当初には外出前

に睡眠薬を服用した旨を供述していたが、数日後

には睡眠薬は服用していないと供述内容を変えた

ため、当該警察署より、事故前の薬剤服用の有無

や異常運転および事故発生への薬剤への影響につ

いて意見を求められた。

　検討の結果、薬物動態学的に、被疑者はフルニ

トラゼパムを過量服用したと疑われ、これにより

運転操作能力が低下して事故発生に影響したもの

と判断された。検討では、フルニトラゼパムの添

付文書にある薬物動態パラメーターを用いた血中

濃度推移のシミュレーションを行ったが、薬物動

態の厳密な推定は困難であった。

　本件のように薬物動態学的な検討を行う場合、

事故後の早期から経時的に複数回の検査を行うこ

とが必要であると考えられる。過量服用の薬物動

態においては不明な点が多く、吸収動態を中心と

するより厳密な研究が求められる。


